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【スウェーデン】 日本の漫画画像所持に関する児童ポルノ犯罪有罪判決 

海外立法情報課・井樋 三枝子  
 
＊2010 年 6 月 30 日、ウプサラ地方裁判所は日本の漫画の画像を所持していた漫画翻訳者に対

し、児童ポルノ犯罪の有罪判決を下した。被告人は控訴する方針であると報じられている。 

 
 
事件の概要 

 被告人は日本の漫画の翻訳を職業としており、日本の漫画研究も行っている。被告

人の自宅のコンピュータとその他の記録媒体の中に、合計 51 点の画像(注 1)が保存され

ており、警察の捜査の結果、そのすべてが児童ポルノであるとみなされ、児童ポルノ

犯罪として起訴された。被告人は犯行を否定して、捜査において没収された画像、記

録媒体等の返還を要求して争った。  
・児童ポルノとされた画像は、漫画イラスト 51 点である。  
・画像の入手方法は、漫画家個人のウェブサイトからのインターネット経由でのダウ

ンロードや電子メールに添付しての受け渡し等によるものである。  
・画像保存の目的は、主に研究目的であり、日本の漫画の実例を示す素材として利用

することであると被告人は主張した。また、私的興味も存在することを認めた。  
・被告人の画像に対する意識は、51 点の個別的認識はなく、自宅にある日本の漫画数

百冊と同様、日本の市場では一般的に入手可能なありふれたものと認識していた。

また、児童ポルノに該当するという違法性の認識はないと主張している。  
 
判決の内容  
結論  
被告人は刑法典第 16 章第 10a 条第 1 項に基づき、児童ポルノ犯罪につき有罪とする。

日数罰金 310 クローナを 80 日分（約 30 万円）の刑に処せられる。また、犯罪被害者

基金へ 500 クローナ（約 6,000 円）を支払い、公共弁護人への公的な支払いに充当す

るため 5000 クローナ（約 60,000 円）を支払うこととする。  
 
判決理由  
・問題の漫画イラストは、明らかにポルノの性質を有していると認められる。  
・51 点の漫画イラストは、被告人宅のコンピュータとハードディスクに保存されてお

り、これは、法律で規定する「所持」に該当する。  
・イラストの人物は思春期の成長が未完了であり、子どもとみなされる。このため、

刑法典で規定する「児童ポルノ」における「子ども」に該当する。  
・児童ポルノ犯罪規定の立法趣旨にあるとおり、イラストも処罰対象となる。  
・児童ポルノ犯罪規定は、刑法典中、性犯罪に関する章ではなく公の秩序に対する犯

罪の章に置かれており、実際に侵害を被った者がいなくても、処罰されうる。  
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・児童ポルノ犯罪の立法趣旨によると、その保護法益は実際に描かれた特定の子ども

と子ども一般の両方であるため、処罰にあたり、モデルの実在性、実体的な性的侵

害の存在は求められない。  
・児童ポルノ規制の効果的実施の目的から、児童ポルノは表現の自由基本法及び出版

の自由基本法において保護対象とされていない。  
・児童ポルノが処罰対象外となるのは、例えば、画像の他者への頒布が意図されない

場合や被告人本人により描画又は創作された場合等、個別的・例外的な場合に限定

されており、今後の立法で、処罰の対象がより包括的となることも予見される（注 2）。  
・本件では画像は被告人自身の作成でなく、入手の経緯からも画像が広く頒布され、

移転していることが示されており、処罰対象から除外される条件に該当しない。  
・立法趣旨より、児童ポルノの所持が正当化される場合は限定的であると解釈され、

研究目的での画像所持は必ずしも正当化されない。  
・被告人に画像の違法性の認識がないこと、画像が一般的に流通して、入手可能であ

ることは、責任のための主観的事由の不存在にはあたらない。  
・①画像が子どもを表現していることの認識、②ポルノ的な性質を帯びていることの

認識、③所持の意図、以上 3 点が存在していることから、有罪となる。  
 
実在・非実在問題  
 被告人はスウェーデンテレビのニュース番組のインタビュー等で、問題のイラスト

には被害者となる子どもが存在せず、ただの漫画であり児童ポルノとして処罰される

対象とならないことを主張した。また、所持には職業上の必要性があり、これを禁止

することは、表現の自由の侵害であることを主張している。  
出版関係者には被告人の立場を擁護する意見も多く、インターネットでのファイル

交換の自由を求め、著作権等の知的財産権保護に否定的な政策を持つ、スウェーデン

海賊党（欧州議会に 2 議席を有する）は、「漫画・アニメは児童ポルノではない」とい

う主張を打ち出している。  
 一方、判決は、児童ポルノとして処罰対象となる画像においては実体的な被害が存

在する必要がないこと等、非実在の未成年を描いていても処罰されることを、児童ポ

ルノ関係規定の立法趣旨等から導き出しており、控訴された場合の今後の動向が注目

される。  
 
注 

(1) 画像はすべて公訴時効及び秘密保護法第 15章第 15条に基づく秘密として非公開で提示された。 

(2) 本号 pp.12-13.「児童ポルノ犯罪に関する規定の改正」の内容を指す。本件の被告人の罰条であ

る刑法典第 16 章は第 10a 条は、この判決後、大幅に改正された。 
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